
 消防施設等整備補助金交付に係るフローチャート 

 

（工事着手前の手続き） 

              事業者は、補助金の申請が可能であるか、事前に確認 

              してください。 

 

              必要書類は、     ①補助金等交付申請書 

                         ②事業計画書 

                         ③着工前の現状写真 

                          （前・横・後・中） 

                         ④見積書（３社以上） 

                         ⑤着工予定の位置図 

 

 

 

 

 

                  通知書が届きましたら、着工してください。 

                  

（着手後の手続き） 

 

            事業着手報告書を提出してください。 

 

            事業完了報告書を提出してください。 

             

            必要書類は、     ①成績報告書 

                       ②着工後の現状写真 

                        （前・横・後・中） 

                       ③実際に工事した位置図 

                       ④施工業者の請求書 

                       ⑤施工業者の領収書 

                 

                            

                  通知書が届きましたら、事業者は市へ請求を  

                 行う準備をしてください。 

危機管理室まで事前確認 

補助金の申請を行う 

施工業者を決定する 

市での内部処理 

内部処理 

補助金等交付決定通知書の送付 

工事の開始 

工事の終了 

工事の報告 

市での内部処理 

補助金等交付確定通知書の送付 



 （請求と支払いの手続き） 

 

           必要者類は、   ①補助金等交付請求書 

                    ②口座振替依頼書 

                  

                  

 

 

 

 

               市より事業者へ、補助金の振込のお知らせをします。 

 

               手続きは終了します。 

 

 

 

  （その他の注意事項） 

・申請者（事業者）は、当該事業を行うものとし、自治会等団体にあっては、 

その代表者とする。なお、代表者の住所、団体名称、役職、氏名を記載し、 

代表者の認印を押印すること。 

 

補助金の請求 

市での内部処理 

補助金等交付のお知らせ 

指定口座へ補助金を振込 


